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          「研 究プ ロジェク ト」優 秀論文推薦のことば

 千野剛司君の論文 「協 同組合組織のあり方に関する契約理論的分析一農業協同組合(JA)を

対象にして」では、まず 日本農業の非効率性を定量的に明らかにしている。次いで、その一

つの大きな原因が農協(JA)と いう中間組織の存在 にあることを契約理論を応用することに

よって示そうとした論文である。論理的展開にやや粗削りな面が残されているものの、従来

あまりなされることのなかったこの領域に新らしい視点から切り込もうとしており、そこで

示された高い問題意識 と意欲的な研究姿勢が本論文に如実に表れている。このため優秀論文

として推薦します。

                          慶應 義塾大学

                          総合政策学部教授

                          岡部光明
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                 概要

 近年,我 が国 の農 業は,株 式会社 の農業参入 が試 験的 に実施 され るな ど,抜 本的 な改

革 に向けた道 を歩み始 めてい る.こ うした 中,世 間では改革に対す る肯 定的議論 がな さ

れ る一方,い まだ に 日本農業 に対す る悲観 的意見 も根強 い.こ の よ うな改革 に対す る議

論 は どの よ うに評価 すれ ば よい のだ ろ うか.何 よ りも重 要 な こ とは,日 本農 業の本 質

的 ・根本 的問題 に立脚 した改革 であるのか ど うかを判 断す るこ と,す なわち改革 は何 を

解 決 し,何 が解決 され ないのか を理解す る ことであ る.

 そ こで本稿で は,ま ず,日 本農業 の本質 的 ・根本 的問題 を機 能上 の問題 と構造上 の問

題 に分類 し,厳 密 な議 論 を行 うことで問題意識 の明確 化 を行 った.そ の結果,株 式 会社

の農 業参入 とい った画期的 な試み や,今 後 の グローバ ル化 の進展 とい った外 生的 な要

因 によって も解決 され ないであ ろ う問題 が農業協同組合(以 下,農 協)制 度 に関す る諸

問題 である ことを明 らかに した.次 いで,こ の よ うな農 協制度 に関す る諸 問題 を分析す

るため に本稿 で は経 済学的 なア プ ローチ を採 用 し,近 年発展 が著 しい契約理 論 を援用

して以 下の2つ の分析 を行 った.

 1つ 目は,農 協 の公 的組 織 としての性質 か ら,農 協 と行政 当局 の関係 におけ るソフ ト

な予算制約 の問題 を分析 した もので ある.分 析 の結果,① 農協経営者 は損失 が発 生 して

も当局 が救 済 して くれ る ことを予想 す るため,適 切 なイ ンセ ンテ ィブ を持 ち得 ない こ

と,② 当局が仮 に事 前 に救済 しない 旨を表 明 した場 合で も,経 営者 は これを信 じず,し

たがって適切 なイ ンセ ンテ ィブ を持 ち得 ない可能性 が大 きい こと,③ この問題 を解決

す るためには,農 協 を複数 の組織 に分割 し,単 一組織 に集 中 している リス クを分散 させ,

それ に よって当局 が農 協 を救済す る必要性 を低 下 させ る ことが効果 的 であ る こと,が

わかった.

 2つ 目は,農 家 の農 協に対す るコ ミッ トメン トが もた らす影 響について,両 者 の獲得

す る利益 の観点 か ら分析 した もので ある.そ の結果,農 家の農協 に対す るコ ミッ トメン

トの程度 につ いて,① 農家 の利 益最 大化が 目的で あれ ば,コ ミッ トメン トは最小 限にす

る必要 がある こと,② 農家 が農協 に強 くコ ミッ トしている現状 は,農 協 の利益最 大化 を

もた らす一方,農 家 の利益 は最 大化 されない こ と,③ 高度経済成長期以前 の段 階におい

ては,農 協の利益最大化=農 家の利 益最大化で あったため,農 家 は農協 に強 くコ ミッ ト

す るのが得策 であったが,そ の よ うな環境で な くなった現在 では,農 協 の存在 はむ しろ

農家の利益 を減ず る大 きな要 因になってい ること,が わかった.

 最後 に これ らの分析結果 を踏 ま え,農 協 改革 に向けた1提 案 として,農 協 を複数 の組

織 に分割す る一方,農 家 に対 して どの組織 に加 入す るのか とい う選択 権 を与 える こと

が望 ま しい こ とを述べ た.

キー ワー ド:農 協,契 約理 論,ソ フ トな予算制約の問題,農 家の利 益最大化
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は じめに

 我が国の農業は今,長 く深い眠 りから覚めつつある.

 狭い国土,細 分化 され た農地,耕 作放棄者の増加,農 業団体お よび農林行政当局の

既得権益維持への志向,農 村特有の横並び意識,族 議員の利益誘導政治な ど,地 理

的 ・社会的 ・政治的様々な要因が農業の発展を阻害し,衰 退への道を強いてきた.こ の

よ うな状況は,敗 戦後の農地改革によって全ての農家が自作農へと転身したときから,

ほとん ど変化することなく現在へ と続いている.そ の間,幾 度 となく行政当局によっ

て農業構造改革が試みられてきたが,ど れ も成功 と呼べるような結果をもたらしたと

は言い難い.

 では,い ったい何が改革を阻んでいるのだろうか.ど のよ うな政策手段を用いれば

有効なのだろうか.多 種多様な議論がなされる中,非 常に残念なことに,我 が国の農

業の根本的 ・本質的な問題を踏まえた上でのそれは極めて少ないように思われる.根

本的 ・本質的な問題 を置き去 りに,如 何にも魅力的なアイデアを主張したところで,そ

れは現実 と乖離 した絵空事にすぎない.現 在,我 が国の農業に求められるのは,こ う

した絵空事的な議論ではなく,的 確 な問題意識に拠った現実的な政策論ではなかろう

か.

 ところで,最 近,我 が国の農業の起死回生を賭けた画期的な試みが話題となった.

株式会社の農業参入である。この試み自体は昨年(2003年)4月 か ら,小 泉内閣によ

って設けられた構造改革特区(以 下,特 区)に おいて開始 され,将 来的には農地法の改

正に より,現 在禁止 されている株式会社の農業参入を認めようとするものである.詳

細な議論は本章2.2に おいて展開す るが,仮 に株式会社による農業参入が認められれ

ば,我 が国の農業が抱 える根本的 ・本質的な問題に対する極めて有効な処方箋 となる

であろう.

 一方で,株 式会社の農業参入が,既 存農家の行動に対 して即座に影響を与える可能

性は現状では低い.換 言すれば,既 存農家における諸問題 とい う,株 式会社の農業参
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入 が即効性 の ある特 効薬 とはな り得 ない根本 的 ・本質 的問題 が依然 と して残 され,そ

れ に対 しての処方 箋は未 だ にだ され てい ない のであ る.

 本章で は,こ のよ うな現 状 を鑑み,既 存農家 にお ける根本的 ・本質的 問題 の1つ とし

て農業共 同組合(以 下,農 協)制 度 を取 り上げ,① 近年そ の発展 が著 しい契約理 論 によ

るモデル分析,② 求 め られ る改革案 の議 論 を行 う.

 本章 の構成 は以下 の通 りで ある.2.2で は,我 が 国の農 業の根本的 ・本質 的 な問題 を

議論 し,分 類す ることで,本 章で の問題意識 を明確化す る.続 く2.3で は,農 協 に関す

るモデル 分析 を行 う.2.4で 本章で の結論 と求 め られ る改革案 を述 べ る.
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第1章 我 が 国 の 農 業 の 根 本 的 ・本 質 的 問 題

 我 が 国 の 農 業 問 題 を議 論 す る場 合,そ こ に 内在 す る機 能 上 の 問 題 と構 造 上 の 問 題 と

を 区別 す る必 要 が あ る.こ こで い う機 能 上 の 問 題 とは,個 々 の 農 業 従 事 者 が 直 面 して

い る諸 問題 を意 味 し,具 体 的 に は 生産 性,収 益 性,労 働 力 等 に 関 す る 問題 で あ る.一 方,

構 造 上 の 問 題 とは,具 体 的 に は,法 律,制 度,政 策 等 に 関 す る 問題 で あ る.多 くの 社 会

問 題 が そ うで あ る よ うに,農 業 の 場 合 もま た,機 能 上 の 問題 に 根 本 的 ・本 質 的 な 原 因 が

存 在 し,そ の 解 決 を構 造 上 の 問題 が 阻 ん で い る.以 下 で は,機 能 上 の 問 題 と構 造 上 の

問 題 を指 摘 し,我 が 国 の農 業 問題 の概 観 を述 べ る.

1.1機 能 上 の 問 題1

    表2-1農 業 の 実質 労働 生産性 ・土 地生 産 性 ・労働 の土 地装 備 率 ・

        農 家 の平 均経 営 土地 面積 規 模 の国 際 比較,1995年           '

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注)農 家以外の農業事業全体を含む.ア メリカとイタリアについては1992年 の統計に基づき作成された.

農業産出=各 種農産物の産出量から農業中間財(種 子,飼 料)と して用いられたものを差し引き,小麦との相対

価格を乗じて集計.有 業者数=ILOの 定義による経済人口 耕地=耕 地+樹 園地 農用地=耕 地+樹 園地+永

年牧草地

出所)Hayami, Y and Ruttan, v W.,!18η 幅側Z`掘θノ」ρθ払θ∫ρρ甥θηポ/㎞ 血飴㎜a孟ioηal Perspective,

revised edition, Balitimore:Johns Hopkins University Press, 1985, Appendix A;Statistical Office of

the Eur0pean C0mmunities, Agriculture:Agri-cultural Statistics 2000, 2000;FA0, FAOSTAT

1本 節の作成にあたっては,速 水 ・神門(2002)を 参考にした.
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Database,2000;農 水 省 『農 業 セ ンサ ス 』.(速 水 ・神 門(2002)に よ る 引用) .

  機能上の問題は全て,日 本の農家が極めて乏 しい土地で生産を行っていることに

帰結する.土 地が乏 しいために,労 働生産性が低くなり,1人 あた りの生産性,収 益性

も自ず と低 くなってしま う.表2-1は,日 本を含 めた先進5力 国の農業労働生産性を比

較 したものである。これによると,日 本は土地生産性 では他を大きくリー ドしている

にもかかわらず,乏 しい土地面積ために労働生産性はアメリカの約8分 の1 ,ヨ ー ロッ

パ諸国の2分 の1か ら4分 の1程 度にすぎないことがわかる.

           図2ー1 我が国の農業の機能上の問題

    【状態1】細分化された農地での         【状鯉 】個 の々農家での最適化       労働集約型
の経営

                           労働力の削誠と機械化

 灘
条縛 一 越 条

                              雛械

           労働力

                               /
                             更なる取益性の向上

            【状態3]マクロレベルでの最適化

                

                                *薯竜作破

                  4



 図2-1は 我が国の農業の構造上の問題 を図示したものである.こ こではAとBの2

つの農家が独立 して経営を行っているものとする.状 態1は 両農家がそれぞれ3単 位

の労働力によって労働集約型の経営を行っている状態である.こ れは高度経済成長以

前の 日本農業にあてはまるが,こ のような労働集約型の経営による労働生産性の低さ

は,必 ず しも農業の国際競争力の低 さを意味するものではなかった.な ぜなら,経 済

大国となる以前の低所得国段階においては,労 働賃金は相対的に安価 であ り,資 本や

土地が節約 されれば生産費は高くならない.狭 い土地に多 くの肥料や労働力 を投入し,

土地生産性を高める労働集約的 ・土地節約的技術は高度経済成長以前の日本農業にお

いては効率的な生産方式であった.

 しか し,高 度経済成長 とともに労働賃金は相対的に上昇し,こ のよ うな生産方式は

急速に非効率化 していった.こ のよ うな高賃金経済下においては,収 益性の向上のた

めには労働力を削減すると同時に機械化を行 う必要があるが,こ れを示 したのが状態

2で ある.こ れが達成 され ると個々の農家においては,よ り少ない労働力によって経

営が可能になる,す なわち労働生産性の向上 とそれに伴 う収益性の向上とい う意味に

おいての最適化が達成される.

 現状における農家は状態2を 目指 し,機 械化を進め,労 働生産性を高めているが,マ

クロ的な視点から見れば更なる労働生産性の向上とそれに伴 う収益性の向上が可能で

ある.こ れは状態3と して示 した.こ の達成 には,状 態2で 農家AとBが 独立 して経

営 している耕地 と機械を統合するなどして,よ り少ない労働力(こ こでは1単 位の労

働力)で 既存の経営耕地以上の面積の経営を行 う必要があるが,現 状においては次の

1.2で 述べる構造上の諸問題 がこれ を阻んでお り,状 態3が 達成 されないのである.

 以上よ り,現 状 における我が国の農業の機能上の問題は,低 い労働生産性 を向上さ

せ,収 益性 を向上 させ るための一人あたりの耕地面積の拡大が,構 造上の諸問題によ

って達成 されないことにあるといえる.
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1.2 構造上の問題

 以上のような機能上の問題を解決するためには,農 業従事者1人 あた りの経営耕地

を増加 させることが必要不可欠であることがわかる.し かしながら,理 論的には正 し

くても現実には一向に進まないのは,先 述 したよ うに,構 造上の問題が これを阻んで

いるか らである.構 造上の問題は,具 体的には次の3点 として理解 され る。

 1点 目は,農 地制度の制約である.現 行農地法では,農 地の農業以外の転用または投

機 目的の保有を防ぐため,農 地の所有は実際に耕作を行 う主体に限定されてお り,し

たがって農業を経営できるのは農家の他,農 家を中心 として農業経営を行 う農業生産

法人に限られている.そ のため,資 金潤沢な株式会社などの大規模経営者が外部から

農業に参入する場合,自 らが農業生産法人 としての要件を満たすか,子 会社や 関連会

社 として農業生産法人を設立する必要がある.

 このように他の市場には見 られないような参入への高い障壁は,外 部からの大規模

な参入を容易に しない.確 かに,株 式会社は利潤の追求が最大の 目標であり,農 地の

長期保有が得策ではない との判断を下した場合には,即 座に転用または売却 を試み る

であろう.ま た,日 本農業は伝統的にムラ単位で協力して共同で行ってきたという歴

史的経緯があり,そ のため,外 部か らの新規参入者に対 しては 「よそ者」感情が働 く,

といった ことも考 えられ る.現 行法はこのよ うな理由か ら新規参入に対しては,極 め

て高い障壁 を設置 してい るが,一 方で,こ のよ うな障壁が存在す ることは,よ り効率

的な経営 を行 う者はよ り豊富な資金を手に入れ,こ れ によって経営 を拡大 してい く,

といったよ うな市場原理が機能 しないことを意味する.無 論,農 業 とい う限定的な市

場内においては,効 率的な経営をしている農家が経営を拡大するといった,あ る程度

の市場原理が機能する可能性はあろうが,そ の資金力 ・経営規模 は外部か らの大規模

参入希望者には到底及ばない小規模なものであろう.

 2点 目は,行 政当局による農業保護政策である.行 政当局が農業保護政策を行 う理

由には様々な要因が考えられるが,主 として対外的要因 と対内的要因に分類すること
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がで き る.前 者 は,国 外 か ら相対 的 に安価 な農作 物 が輸 入 され るこ とに よって,国 内

の農 家が損失 を被 るこ とを防 ぐた めに設 け られ る関税 障壁2に 代表 され る.ミ ク ロ経 済

学的 な理解 で は,国 外 か ら安価 な農産物 が輸入 され るこ とは,本 来 であれ ば生産者(農

家)の 余剰 を減少 させ るものの,消 費者 余剰 の増加 分がそれ以上 であ るた め,社 会的総

余剰 は増加 す るこ とが知 られ てい る3.し か し,消 費者 の数 は生産者 よ り圧倒 的に多 い

の で,消 費者 にお いて は一人 あた りの余剰 の増加 分は ご く僅 かな もの とな るが ,生 産

者 におい ては一人 あた りの余剰 の減少 分 が膨 大 な もの とな る.そ の ため,一 般 的に輸

入 自由化 問題 に関 して は,消 費者 は無 関心 にな りがちで あ る一方,生 産者 は激 しく反

対す るため,こ の こ とが政策 に も反映 され て しま うのであ る4.

 後者 は,国 によ る米 の買上制度や農 地 に対す る固定資産 税 の低 さな どに代表 され る

農 業保護政 策 であ る.行 政 当局 が国内 において この よ うな保護政 策 を行 う主た る 目的

は,国 内 の他 産 業か ら農 業 を保 護す るこ とに あ る.農 業 は他産 業 に比 較 して労働生 産

性 が低 く,所 得格差 が発 生 しやす い.こ の よ うな所 得格 差の調整 は,国 内 自給率 問題5

や環境 保全 問題6と い う名 目に置き換 え られて,暗 黙 的 に行 われ るため,一 般 的 な反感

を買 うこ とは あま りない.確 かに,国 内 自給率 問題や 環境保 全 問題 にお ける農 業の重

要性 は否定 で きないが,こ れ らの名 目に よって農 業 が過 保護 に され続 けて きた とい う

面 は否 めない であ ろ う.こ の所得 格差調 整 に よって,極 めて労働 生産性 の低 い零 細農

家,兼 業農 家 が生 き残 る結果 とな り,効 率的 な大規模経 営 を阻害す る大 きな要 因 とな

って きたのであ る7.

2経 済のグローバル化 ・ボーダーレス化が進展する今日にあっても
,1994年 のGATT(関 税及び貿易に関

する一般協定)第19条 によって,急激な輸入増加という緊急時に限ってではあるが,締結国は国内産業
を保護する措置(セ ーフガー ド)を行うことが認められている.

農林水産省ホームページ 「セーフガー ド関連情報」に詳しい.
3こ れはどのミクロ経済学の教科書でも扱っている基本的な議論である.伊藤(2002)や 武隈(2002)
などに詳しい.
4よ り厳密には,行政当局が補助金などによって輸入自由化によって減少した生産者余剰を補填するこ
とが可能である.
5農 業と国内自給率問題については

,生源寺(1998)序 章や速水 ・神門(2002)第9章 を参照せよ.
6農 業と環境保全問題にっいては,環境保全型農業技術指針検討委員会(1997)や 生源寺(1998)第 皿
部などを参照せよ.
7速 水 ・神門(2002) ,242-248ペ ージに詳しい.

                   7



 3点 目は,農 協 によ る小規模農 家の保護 と政 治力学 であ る.日 本 では,農 協8と い う

欧米 に類 をみ ない独 特 な生産者組織 が存 在 してい る.農 協 の特徴 として は,① 農 業組

合組織 として唯一 の組 織で ある こ と9,②3段 階 の ピラ ミッ ド構 造 を持つ こ と,③ 幅広

い活 動 内容 が あ るこ と,④ 加入 義務 が ない に もか かわ らず,暗 黙 の 了承 として,全 て

の農 家が地 元農協 に正組合 員 として加入 して い るこ と,が 挙 げ られ る.こ の よ うな4

つ の特徴 を持つ ことは,行 政 当局 の指導 方針 が末端 の農 家 まで迅速 に伝達 され る,と

い った意味 にお い て は,非 常 に効 率 的で あ る.高 度 経 済成長 以 前 の段 階 におい ては,

行 政 当局 が強い リー ダー シ ップ を発揮 して,い わゆ る 「護 送船 団方式」 の産業政策 を

行 うこ とが,国 際競争力 を高 め る上 で有効 であ ったた め,農 業 に関 して も唯一 の生産

者 組織 が作 られ た ので ある.し か しなが ら,日 本 が経済 先進 国 と称 され るに至 った現

在 にお いては,こ の よ うな組織形態 は以 下の2つ の弊害 を もた ら してい る.

 1つ は,農 協 に よ る小規模農 家 の保 護 であ る.農 協組合長 は組合 員 の投 票 で選 ばれ

るため,多 数 の小規模 農 家 の利 益 を尊 重す る傾 向が あ る.一 方 で,自 前 の販 路 開拓や

設備 導入 に積 極的 な大規模 農家 は,農 協 の独 占的地位 を脅かす 存在 であ り,農 協 との

利害対 立が発 生す る場合 があ る.こ の よ うに,農 協 が生 産効 率の悪い小規模 ・零 細農家

を保護 し,生 産 効率 の高 い大規模農 家 と対 立す る,と い った構 図が機能 上 の農 業問題

の解決 を阻む大 きな要因 とな ってい る.

 2つ は,小 規模農家保護 の政治力学 の存在 である.経 済理論 的には正 しくて も,こ れ

が一 向 に政 策 に反 映 され ない,と い った事 態 が しば しば政 治 で は発 生 す る.こ れ は,

経 済の理論 と政治 の理論 の相違 か ら起 こる もの であ る.農 業 に関 して い えば,農 協 と

い う単一組 織 に全 ての農家 が加 入 してお り,選 挙時 には農 業保護 政策 を公約 に掲 げ る

政治家 に組 織単位 で投票す るた め,国 政 にお いて も農 業保 護 が反 映 され て しま うの で

8農.rは1991年 以降, JAと いう愛称を用いているが,本章では,と くに断らない限り,農協と表現する.
9正 確には農協は各地域に単位農協(以 下,単協)が あり,独立した経営を行っているが,現行の農業協

同組合法(以 下,農協法)に おいては各地域に1つ の単協の設立しか認められておらず,農 業生産活動を
行う主体にとってみればこの単協に加盟する他はなく,事実上唯一の生産者組織であるといえる.
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あ るlo.こ こにお い て も,小 規 模農 家 の保護,大 規模経 営 の阻害 とい った構 図 が働 き,

機 能上 の問題解決 を阻ん でい る.

1.3 株 式会社 の農業参 入 は113の 処方箋

 本節 では,最 近 話題 に なった株式 会社 の農 業 参入 を議 論す る とともに,本 章で の問

題意識 を明確化す る.

 前節 で議論 した よ うに,現 行法 にお いて は,株 式 会社 の農業 参入 には高 い参入 障壁

が設 定 され てい る.こ れ に対 して,規 制 を緩和 して,株 式会社 の農 業参 入 を容易 に認

めよ うとす る試 みが特 区において昨年(2003年)4月 か ら実施 され ているのであ る.具

体 的には,参 入 を希望 す る株 式会社 が特 区 内にお いて,耕 作放 棄地 を行政 当局 か ら借

り入 れて農 業経営 を行 うが,主 と して外食 産 業が参入 してい る.参 入 企業 の経営 が順

調で あれ ば,政 府 は今秋(2004年)に も農 地法の改正 を含 めて,全 国的 に株式会社 の

農業 参入 を認 め る方針 で ある.従 来,株 式会 社 の農 業参 入 に高い参入 障壁 が設定 され

て きた理 由には,① 農 業以 外の転 用 を防 ぐため,② 投機 を 目的 としての短 期的 な保 有

を防 ぐた め,③ 企業 は農村 の伝統 的 な規 則や慣 習 を遵守 しな い可能性 があ るた め,な

どが あった が,ど れ も実 証 され た上 での議 論 で は な く,あ くまで推 測 の域 をでな い.

①や② は株式 会社 に限 らず,一 般 の農家 に対 して も考 え得 るもので あ る し,③ に関 し

ては,行 政 当局が株式 会社 と農家 が共存 で き るよ うな制度 を作 るこ とに よって,回 避

でき る可能性 が あ るか らだ.こ の よ うな発展 的 な議 論が な されず,戦 後 の長 き問 に渡

って株 式会社 の参入 が阻 まれ て きた経 緯 を顧 み る と,今 回の試 みは 日本農 業 の問題 が

抱 える構 造上の問題 の一 つ を解 決す る処方箋 となるで あろ う.

 しか しなが ら,前 節 で議論 した よ うに,農 業問題 にお け る構 造上 の問題 は3つ あ り,

株式 会社の農業参入 はそ の うちの1つ に対す る処方 箋 としかな り得 ない.つ ま り,だ

され た処方箋は全体 の1/3で,残 され た2つ の側面,す なわち農業保 護政 策 と農 協 問題

10戦 後の長期に渡って国政を担当し続けてきた自民党が農村を支持基盤とする政党であることは,周知
の事実である.

                  9



には未だ処方箋は出されていないのである.農 業保護政策 に関 しては,近 年のグロー

バル化の進展にともなって,今 後行政当局がこれまでと同様にこれを行っていくこと

は考え難いが,農 協問題に関 して,こ の生産者組織が先述 したよ うな組織上の特徴を

維持していく限 り農業問題の構造上の問題となり続けるであろう.

 本章では以上のような問題意識から農協制度に関する理論分析を行い,改 革に向け

た1提 案を行 う.
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第2章 農 協 制 度 の理 論 分 析

2.1農 協 問題 の上部構造 と下部構造

 前節 で指摘 した よ うに,我 が国 の農業 には,農 協 とい う他 国 にはない農独 特 な生産

者 組織 が存在 してい る.農 協の特徴 と して は,事 実上 の国 内唯一 の生産者 組織 であ っ

て,ほ とん ど全 ての農 家 が これ に加 盟 してい る こ とに ある.無 論,各 地域農 協 を独立

した組織 とす る考 え方 もあ るが,現 行 の農 協法で は地域 ご とに設 立で きる農 協 は1つ

のみ とされてお り,農 家 は他 の 地域 の農 協 に加 盟 す る こ とがで きず,ま た,こ れ らの

地域農 協 をま とめ る組織 として全農 とい う上層組 織が あ り,こ れ らを考慮 し,こ こで

は農協 を国内唯一 の農 業生産者 組織 で ある としてい る.加 えて,農 協 の管 轄官庁 とし

て農 林水 産省 が存在 し,こ の指導 に よって農 協 が活動 してい る.こ れ は農 協 が,戦 後

直後 のGHQや 日本政府 による 「上からの指導原 則」 によって設 立 され た ことに由来

す る.高 度経 済成 長以 前 の段 階 では,当 局が イニ シアテ ィブ を とって,迅 速 にか つ的

確 に政 策や指 導方針 を末端 の農 家 まで行 き届 かす には,効 率 の よい組織形 態で あった

ので ある.し か しなが ら,農 協 の この よ うな1地 域 に1つ の農 協 しか設 立できない現状,

歴 史 的 な設 立過 程 を顧 み る と,協 同組 合 の基本原 理11に 基づ き,農 民 が主体性 をもっ

て,自 主的 に,自 由に,民 主的に,自 分た ちの論 理で もって,結 成 された農業組合 では,

ない と言 わ ざるを得 ない12.そ こで ここでは農協 を公 的組織 とみな して議論 を行 う.

 農協 が国 内唯 一 の生産 者組織 で ある こ と及 び公 的組織 で あ るこ とは,次 に示す よ う

に上部構 造 か ら下部 構造 に渡 って,権 限や 資本 が農協 に集 中す る こ とを意味す る.ま

ず,上 部構 造か らの権 限 ・資本 の集 中 に関 しては,農 協の監督官庁 で ある農林水産省 か

らの農 協へ の権限や 資本 の委託 が ある.農 協 は国 内唯一 の生産者組 織 であ り,ほ ぼ全

て の農家 が これ に加 盟 してい るた め,農 林 水産省 が農業政 策 を実施 す る際には農協 に

権 限や 資本 を委 託 して これ を行 うこ とが効率性 を もた らすた めで ある.一 方の下部構

11協 同組合の基本原理とは,経 済的弱小主体(中 小産者)が その経済的被制約性を有するために,集団的
経済力をもって,資 本に代替することによって各組合員の経済活動(生 産,流 通,消費)の 維持 ・発展へ
の助成を企図する(西 山(1996)),と いったものである.
12西山(1996)参 照.
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造からの権限や資本の集中に関しても,上 部か らの集 中と同様に,農 協が国内唯一の

生産者組織であることによっている.個 々の農家は田畑の管理か ら作物の生産,出 荷,

販売,は たまた資産の管理まで農協に委託する場合が多く,農 協に権限や資本が集 中

する結果 となっている.以 上,農 協に対す る上部 ・下部構造か らの権限 ・資本の集中を

まとめたのが図2・1で ある.

          図2-3 農協に対する権限 ・資本の集中

        上

        部 ソフトな予算制約の

        選 醐 こ関する分析

    ↑ ↑  嘉騰 定行動における
    権限・資本             構 獲i得利益に関する分析           σ 1      造

㊥ ㊥ ㊥ ㊥ ㊥ ㊥
                                 *薯者作扇

 ところで,経 済学 的な観 点 か ら言 えば,こ の よ うな農協 に対す る権限 ・資本 の集 中は,

農業 が農 協 とい う組織 を中心 に集 権的 な市場 として成 立 してい るこ とを意 味 してい る.

集権 的 な市場 にお いて は,特 定の プ レイ ヤー に権 限や 資本が集 中す るた め,非 効 率 な
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経 済行動が発生 しやす い.農 業 にお いては,上 部 ・下部構 造か らの集 中が起 こってい る

た め,上 部構造 一農協 と下部構 造 一農 協 とい う二段 階 にお け る非効 率な経済行 動 が発

生す る可能性 があ る.以 下 では,上 部構 造 一農 協 の関係 におい て① ソフ トな予 算制約

の問題 が発 生す る可能性 を指摘 し,下 部構造 ー農協 の関係 において②農 家 の農 協へ の

コ ミッ トメン トの程度 によって両者 の獲得利 益が変化す る こと,を モデル分析す る.

2.2 上部構 造 に関す るモデル分析

2.2.1 ソフ トな予算 制約 の問題(Soft Budget Constraint Syndrome)

 公的企 業 の大 きな特 徴 の一つ と して,利 益 を上げず赤 字が発 生 して も,一 般 私企業

の よ うに倒産せ ず,行 政 当局に よって赤字 が補填 され る傾 向があ るこ とが挙 げ られ る.

例 えば,発 電 業や鉄道 業 といった限界 費用逓減産 業で は,初 期 費用 が膨 大で あ るた め,

参入障壁 が高 く,自 然 と独 占や寡 占状 態(自 然独 占)に な りや すい.そ の ため,当 局 に

よる規制 か 当局 に よる直接 的 な運 営が され てい る.加 えて,こ の よ うな産業 で は,完

全競争 市場 と同様 に限界 費用 を価 格 と して設 定 し,効 率 性 を高 めて も,損 失 が発 生 し

て しま うとい う性 質が あ りこのた め,当 局 による補填 が行われ るので ある.

 しか しなが ら,こ の よ うな公 的企 業の特 徴 は,同 時 に,公 的企業 の経営者 の経 営努

力 に対す るイ ンセ ンテ ィブ を損 ねて しま う.な ぜ な ら,努 力 せず に赤 字 に なっ て も,

結局 は 当局が補填 して くれ るこ とを予想 す るた めであ る.本 来的 には,予 算 は一度決

定 されれ ば,変 更 され ないが,公 的企業 の場合 には これ が ソフ トに(緩 く)な りがちで

あ り,経 営者 の規律付 け と して機 能 しな くなる.こ の よ うな問題 は,一 般 的 に ソフ ト

な予 算制約 の 問題 と呼 ばれ るが,国 内唯一 の農 業生産 者組 織 で あ る農協 におい て も,

この よ うな問題 が発 生す る可能性 は十 分に あ る.な ぜ な ら,全 ての農家 が暗黙 の 了承

と して農 協 に加入 してい る現状 では,農 協 の損失 はす なわ ち 日本農 業の損失 を,農 協

の崩壊 は 日本農業 の崩壊 を意味 し,当 局 は農 協 に対 して損失 の補填 を行 うことが考 え

られ るためで あ る.以 下 で は,契 約 理論 を援用 して農 協経 営者 のイ ンセ ンテ ィブ 問題
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を分析す る.

2.2.2 モデル分析13

 ここで は,農 協 の利 益が経 営者 の努 力水 準 に よって左右 され るモデ ル を考 える.モ

デルの単純化 を図 るた め,経 営者 の努 力水準 はe"とe`の2つ とし,ど ち らを経営者 が

選択 した として も経 営者 の私的 コス トは発 生 しない もの とす る.一 方 で,経 営者 には

私 的な利得14が 発 生 してい て,こ れ は努力 水準 によって変 化す るもの と仮 定す る.更

に,努 力水 準 の選 択 の結果,農 協 に は経 営者 の利 得 以外 の農 協 と して の利 得 が発 生す

るが,こ れは 当局 の利得 とす る.

 経 営者 がheを 選択 した場合,農 協 の利 得 は ーR"とな り,経 営者 の利 得 はBhと な る.

一方
,経 営者 が1eを 選 択 した場合 に は,当 局 か らの追加 的 な援助 が なけれ ば,農 協 の

利 得 はゼ ロ,経 営者 の利得 もゼ ロ とな る と仮 定す る.た だ し,政 府 か らの追加 的 な援

助 があれ ば,農 協 の利得 は(援 助 を差 し引いて も)R`と な り,経 営者 の利 得はBIと な

るもの とす る.変 数 間の大小関係 は以 下の よ うに定義す る.

 まず,e`よ りもehを 選択 した方 が社会 的に よ り望 ま しいた め, ehを 選択 した方 が全

体 の利得(R+B)が 大き くな る必要 があ る.よ って,

   R"+Bh>R1+B`                        (2.1)

となる.ま た,当 局の利益 と う観 点か ら見 て も,heを 選 ぶ方が望 ま しいか ら,

  Rh>R`>0                            (2.2)

とな る.し か し,経 営者 の利得 は,当 局が救済 して くれ るか ぎ り,e`を 選択 した方 が大

きくな るので,

  0<Bh<B`                                                      (2.3)

となる.

 当局が救済 して くれ る とい うこ とを前提 にすれ ば,(2.3)式 よ り,経 営者 は社 会的 に

13こ こでのモデルは柳川(2000)を 参考にした.
14例 えば,経 営者が自らの効用を高めるために,必要以上の労働者を雇ったり,必要以上にオフィスを
豪華につくったり,部屋に高価な絵画を飾ったりすることなどが考えられる.これらは企業内での眼に見
えない非効率という意味でX非 効率性と呼ばれる.
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望 ま しくな いe'を 選 択 して しま う.加 えて,当 局 も経 営者 が!eを 選 択 した後 では,救

済す る とい う選択肢 を とった方 が,社 会的 に も,当 局 に とって も利 得が 高 くな るので,

救 済す る とい う行 動 を とって しま う.す なわ ち,上 記 の よ うな状 況 では,経 営者 は 当

局が必ず 救済 して くれ る とい うこ とを見越 して,!eを 選択す るので ある.こ れ を展 開

系ゲー ムで表記 した のが図2-2で あ る.

          図2・2 経営者 の選択 が先に行われる場合

      
      

  経営者
       (0・の

      

      

                救済する  くR1,B1)

                   * 柳川(2000)を 参考 に薯者作成

 しか しなが ら,以 上 の よ うな経営者 の行動 は,経 営者 が 当局 に先立 って選択 を行 う

とい った仮 定 に依存 して い る.当 局 が経営者 に先 立 って,た とえ農協 が経営危機 に陥

って も,絶 対 に救済 しない といっ た意 思表 明 を行 い,こ れ を経営者 が信 じれ ば,社 会

的 に も当局 に とって も望 ま しい努力 水準heを 経 営者 に選択 させ る こ とが可能 であ る.

これ を表記 したのが図2-3で あ る.
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          図2・3 当局が事前の意志表明を行 う場合

     
     

    当 (0,0}
     
     

     

      (R1,B1}

    当局 が 事 前 に 「救済 せ ず 」 とい う選 択 を 行 うこ
    とを 表 明 しaこ れを 経 嘗 者 が 信bれ ばaehを
    選 択 させ る こ と がで き る

                     * 柳川(2000)を 参考に薯者作成

 しか しなが ら,た とえ当局が意 思表 明 を した ところで,実 際に農協 が経営 危機 に陥

れ ば,当 局 は救済 した方 が高い利 得 を得 る ことが でき るため,経 営者 は この意思表 明

を信 じず,θ'を 選択 して しま う可能性 があ る.ゲ ーム理論で は これ を 「か らの脅 し」と

呼び,こ の よ うな状況 下で は経 営者 の適 切 なイ ンセ ンテ ィブ を引き出す ことがで きな

い.

2.2.3 農協 と行政 当局の望 ま しい関係

 先述 した よ うな ソフ トな予算制約 の問題 は,経 営者 が 当局 の意思表 明 をか らの脅 し

として捉 える ところに 由来 して い る.こ れ は,農 協 が国 内で唯一 の農 業 生産者組織 で

あ り,か つ,全 ての農 家 が暗黙 の了承 と して これ に加入 してい るた め,仮 に 当局 が救

済 しなか った ら,国 内の農業 は多大 な悪影響 を被 るこ とに な り,当 局 は必ず救 済す る

だ ろ う,と の認識 を経 営者 が有 してい るため であ る.農 協 と当局 が望 ま しい 関係 を築

くため には,経 営者 が この よ うな認識 を捨て去 る必要 が あ り,こ れ を可能 とす るた め

には,農 協 を複数 の組織 に分 割す るのが効果 的で ある.複 数 の組織 に分割す るこ とで,

現状 では農協 とい う1つ の組織 に集 中 してい る リス クを分散 させ るこ とができ る.こ

れ は 当局 の農 協 を救 済す る必 要性 が低 下す る こ とを意 味す るため,経 営者 も望 ま しい

努 力水 準 を選択 せ ざるを得 ない.ま た,分 割 され た組 織 が様 々な特色 を持 ち,組 織 間
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競争 を行 うことによ って,個 々 の組 合 のサー ビス水準 が 向上 し,そ れ が農 業全体 の生

産性 の向上 に寄与す る可能性 も考 え られ る.

2.3 下部構造 に関す るモデル 分析

2.3.1個 人 の組織 に対す るコ ミッ トメ ン トの程度 と獲得利益

 組織 に対す る個 人 の コ ミッ トメン トの程度 は様 々 であ る.仮 に コ ミッ トメ ン トの度

合 いが極端 に高い場合,組 織 に対す る影響 は ほ とん ど変化す るこ とな く,個 人に対 し

て もた らされ る.逆 に,コ ミッ トメ ン トの度 合 いが極 端 に低 い場合 は,組 織 に対す る

影 響 も個人 にはほ とん ど関係 のない もの とな る.こ の よ うに,個 人 の組 織 に対 す る コ

ミッ トメン トの度合 い は,個 人 と組織 それ ぞれ の利 益 を考 える上 で も非 常に重要 な要

因 となる.

 農家 と農協 の関係 にお いて も,農 家が どの程度農 協 に コ ミッ トす るか に よって,両

者 の獲得 す る利 益 が変化す るで あ ろ う.こ こで は,こ れ を農 家 が投資 を行 う際の決 定

権 の問題 と して扱 う.つ ま り,農 家 が農 協 に コ ミッ トすれ ばす るほ ど,農 家 は農 協 の

指示 を仰 いで投 資 を行 うよ うにな るため,こ の場 合,実 質 的 な投 資 の決 定権 は農 協 に

あ る もの とす る.一 方,農 家 が ほ とん ど農協 に コ ミッ トしない場合,農 家 は独 自の判

断に よって投資 を行 うた め,投 資 の決 定権は農家 にあ る.

 また,投 資機会 に関 しては,投 資 に関す る知識 が増 えれ ば増 え るだ け,正 しい投 資

を行 え るよ うにな るだ ろ うか ら,こ こで は,正 しい投 資機会 を発 見す る確 率 が知識 レ

ベ ルの増加 関数 で ある とす る.但 し,農 家 に とっての望 ま しい投 資 と農 協 に とって の

それが一 致す る ことは考 え難 いた め15,こ れ を割 引率 ρ(0<ρ<1)に よって表現す る.

具体的 には,農 協 に実質 的 な投 資決定権 が あ る場合,農 協 はBの 利益 を得 る ことが で

きるが16,農 家 が投資決 定権 を持 ってい る場 合 は,pBの 利益 しか得 られな い もの とす

る.同 様 に,農 家 に投 資決定権 があ る場合,農 家 はbの 利益 を得 るこ とがで きるが,農

15詳 細な議論は付論にて行 う.
16こ こでいう農協の利益とは農協の経営者に発生する非金銭的な私的利益であるとする.
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協 が実質 的な決定権 を持 ってい る場合 は,pbの 利 益 しか得 られ ない もの とす る.

2.3.2 モデル 分析17

 ここでは,議 論 の単純化 のため に,知 識 レベル が外生的 に与 え られ,か つ,農 家 が農

協 に完 全 に コ ミッ トす るか,完 全 に コ ミッ トしないか,と い う両極端 を考 える.ま ず,

農協 が投資決 定権 を持 ってい る場合,農 協 は確 率E← 定)に よって正 しい投 資機会

を発 見す る.こ れ に よ り農協 の投 資利 益 はBと な り,農 家 の投資利益 はpbと なる.ま

た,農 協が正 しい投資機 会 を発 見 で きない確 率 は(1--E)で あ るが,そ の場 合,農 協 は

農家 に実質的 な投 資決定権 を返却 す るため,換 言 すれ ば,農 家 は農 協 に コ ミッ トしな

くなるため,農 家 は確 率e(一 定)に よって正 しい投 資機 会 を発 見す るもの とす る.し

たが って,農 家 は確 率e(1-E)に よって正 しい投資機 会 を発 見 し,農 協 はpBを,農 家

はbを 得 る.ま た,農 家 は確 率(1-eXl‐E)で 正 しい投資機会 を発 見で きないが,こ の

場 合,両 者 とも投 資 利 益 は ゼ ロ に な る とす る.以 上 を ま とめ た もの が 図2-3で あ る18.

          図2・3 農 協 に投資 決 定権 が あ る場合19

      (pB,b)

                      (a.の

                   * 柳 川(2000)を 蓼 考 に薯者 作成

172.2-2の モデルは柳川(2000)を 参考にした.
18図 自体は展開系ゲームに酷似 しているが,ゲ ームを表 したものではなく,単 に利益構造を表現したも
のである.
19括 弧内の利益は左が農協,右 が農家である.
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よって,農 協 の期待 利益Aは

   A=EB+e(1‐E)pB                                          (2.4)

とな り,農 家 の期待利 益Fは

   F=Epb+e(1‐E)b                                    (2.5)

となる.

 一方,農 家 が投 資決 定権 を持 ってい る場合,農 家 は確 率eに よって正 しい投資機 会

を発 見す る.こ れ によ り農 協 の投 資利 益pBと な り,農 家 の投資利益 はbと な る.ま た,

農 家が 正 しい投資機 会 を発 見で きな い確 率 は(1-e)で あるが,そ の場合,農 家 は農協

に実質的 な投資 決定権 を譲 渡す る,換 言すれ ば,農 家が農 協 に完 全 に コ ミッ トす るよ

うにな るため,農 協 は確 率Eに よって正 しい投 資機会 を発 見す る もの とす る.し たが

って,農 協 は確率e(1-E)に よっ て正 しい投資機 会 を発 見 し,農 協 はBを,農 家 は ρ6

を得 る.ま た,農 協 は確 率(1-eX1‐E)で 正 しい投 資機会 を発見 で きないが,こ の揚 合,

両者 とも投 資利 益 はゼ ロにな る とす る.以 上 をま とめた ものが図2-4で ある。

           図2・4 農家に投資決 定権がある場合

       (B.pb)

                     (o,o)

                   * 柳川(2000)を 参考に薯者作成

よって,農 協 の期待利 得A'は

   A'=epB+(1‐e)EB                                           (2.6)

とな り,農 家 の期待利得F'は
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   F'=eb+(1‐e)Epb                                           (2.7)

とな る.

 以上 の分析 結果 を踏 まえ,農 家の農協 に対す るコ ミッ トメ ン トの有無 が両者 の投 資

利 益に与 える影響 を考察す る.但 し,知 識 レベル は外 生的 に与 え られてい る.

 まず は,(2.4)式 と(2.6)式 よ り,農 協 の利 益最大 化 とい う観 点か らは,農 家 は農協 に

コ ミ ッ トし,農 協 に 実 質 的 な 投 資 決 定 権 を 譲 渡 す る べ き で あ る こ とが わ か る

(∵A>A').一 方,(2.5)式 と(2.7)式 よ り,農 家 の利益 を最大化す るためには,農 家は

農 協 に 対 して コ ミ ッ トせ ず に独 自 に投 資 決 定 を行 うべ き で あ る こ とが わ か る

(∵F>F').更 に,(2.4)式 ～(2.7)式 よ り,農 協の利益 と農 家の利 益 の合計最 大化 を達

成す るためには,B+ρ わ(コ ミッ トす る場合)とpB+b(コ ミッ トしない場合)の 大

小 に よって,農 家 が農協 に対 して コ ミッ トすべ きか否 か が決定 され る.な ぜ な ら,コ

ミッ トす る場合の利益 の合計 はA+Fな ので

   A+F=E(B+pb)+e(1‐E)(pB+b)              (2.8)

であ り,コ ミッ トしない場合 の利 益の合計 はA'+F'な ので

    A'+F'=e(pB+b)+E(1‐e)(B+pb)                        (2.9)

であ り,(A+F)一(A'+F')に よって不等号 の条件 を調べれ ば,

   (A+F)ー(A'+F')=(E-e)(B+ρ の-(Eーe)(P$+b)       (2.10)

とな り,こ こで はEもeも 一定 であ るため に,(2.10)式 の正負 はB+pbとpB+bの 大

小 に よって決定 され るためで ある.

2.3.3 イ ンプ リケー シ ョン

 以上 の よ うな,農 家 が農協 に対 して コ ミッ トす るか否 か とい う問題 は,農 家 と農 協

の どち らの利 益 を最大 化す るの か とい う点 にお いて非 常 に重 要 な示唆 を与 えて い る.

上記 の分析 では,議 論 の単純化 のために,完 全 に コ ミッ トす るか ・完全 に コ ミッ トしな

いか,と い う両極端 の場 合 を扱 ったが,よ り一般 化すれ ば,農 家の農 協 に対す るコ ミ

ッ トメン トの程度 問題 と して考 え る ことが で きる.具 体 的 には,農 協 の利 益 を重視 す
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れ ば農 家 は農協 に強 くコ ミッ トす る必要 があ り,逆 に農 家の利 益 を重視 す るので あれ

ば,農 家 は農協 にあま りコ ミッ トしない必 要が ある.

 しか しなが ら,農 協 とい う組織 が生産者 の利 益の拡 大また は保護 を 目的 とした協同

組合 であ る以上,農 家 の利 益が重 視 され なけれ ばな らない.そ の ため には,農 家 が 自

己の利 益最 大化 をめ ざ して,農 協 に対す るコ ミッ トメ ン トを最 小限 に しな けれ ばな ら

ない.但 し,現 実 的 には農 協 の利益 を完全 に無視す る ことは不 可能 で あるか ら,農 家

の利 益 を重視 しなが らも,農 協 の利 益 もあ る程度考慮 す る必 要が ある.そ のた めには,

(2.10)式 にお いてB+pb<pB+bが 成立 し,農 家 の利益 が優 先 され た上 で,ど の程 度

農協 の利 益 を確 保す るのか といった議 論 を行 う余地 が ある.

 加 えて,上 記 の分析 結果 は,農 家 の農協 依存 に関 して も非 常 に興 味深 い示唆 を与 え

てい る.先 の分析 にお い ては,知 識 レベ ル は外 生 的な もの として扱 っ ていた ため,農

家 が 自前 で投 資 を行 って もそれ に関す る費 用 は発 生 しなか ったが,実 際 には,正 確 な

投 資機 会 を発見す るために は費用 がかか る.そ の ため,仮 にEや ρが1に 近 い値 を と

る場 合,換 言す れ ば,農 協 が正確 な投資機 会 を発 見す る確率 が高 い場 合や農 家 と農 協

の利益 が ほ とん ど完全 に一致す る場合 は,農 家 は農 協 に投資決 定権 を委譲 した方 が利

益 を高 める ことがで き る.先 述 した よ うに,高 度 経済成長 以前 の発 展段階 におい ては,

横並 びの小規模 経営 が農 家 に とって効率的 な経営規模 で あったた め,農 協 と農家 の利

害対 立はほ とん どな く,し たが って,EもPも 極 めて1に 近 い値 で あった と考 え られ

る.そ の よ うな環境 におい ては,農 家 は農 協 に決 定権 を委譲す る こと,つ ま りは農 協

に強 くコ ミッ トす る方 が得策 で あるが,そ の よ うな環境 が著 しく変化 して しまった現

状 におい ては,農 家 は 自前 で投資 を行 うこ と,つ ま りは農 協 に あま りコ ミッ トしない

方 が得策 であ る,と 言 える.
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第3章 結論 と改革 に向けた1提 案

 本章では,ま ず,日 本農業における本質的・根本的問題を機能上の問題と構造上の問

題に分類 し考察した.更 に,昨 今議論が活発化 している株式会社による農業参入を説

明し,こ れによっても日本農業には依然として解決されない問題が存在することを述

べた.続 いて,未 だに解決の 目処が立っていない本質的・根本的問題として農協問題を

取 り上げ,現 状の農協制度がもた らす影響について,① 上部構造ではソフ トな予算制

約問題,② 下部構造では,農 家の農協に対す るコ ミッ トメントの程度と獲得利益に関

する問題を契約理論の援用により分析した.主 な分析結果は以下の通 りである.

  (1) 農協経営者は,仮 に損失が発生 しても当局がこれを補填 してくれることを

     予想するため,適 切なインセ ンテ ィブを持 ち得ない.つ ま りソフ トな予算

     制約問題が発生す る.こ の問題 を防止す るためには,経 営者に仮に経営危

     機になって も当局は救済 して くれない,と い うことを認識 させ る必要があ

     る.加 えて,こ のためには農協 を複数 に分割 し,リ スクを分散 させ ること

     が効果的である.

  (2) 農業の集権化 ・分権化に関する問題について,農 家の利益最大化が 目的で

     あれば,農 家は農協にあま りコミッ トしない必要がある.現 状ではほとん

     どの農家が農協に対 して強 くコミットし,農 業は集権的であるといえるが,

     これは農協の利益最大化をもた らす一方,農 家の利益は最大化 されないこ

     とを意味する.

  (3) 高度経済成長以前の経済発展段階においては,農 協の利益最大化=農 家の

     利益最大化であったため,農 業は集権的である方が得策であったが,様 々

     な環境が変化 した現在では,む しろ農家の利益を減ず る大きな要因となっ

     ている.
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 以上 の結論 を踏 まえ,農 協改革 に向けた1提 案 を行 う.望 ま しい農協制度 を議 論す

る上 で最 も重要 なの は,農 家 が農協 に何 を求 めるのか,と い うこ とで あ る.仮 にそれ

が零 細経営 の維持 で あれ ば,農 家 ・農 協両者 に とっての最適 な行 動 は現状 を維持 し,大

規模 経営 を阻 害す る こ とであ る.し か し,農 家 が経 済学 的な意 味 にお いて の利 益最 大

化 を 目指 す のであれ ば,農 協 はそ の在 り方 を根 本的 に見直 さな けれ ば な らない.本 章

で議 論 した よ うに,農 協 を複数 の組織 に分割 す る ことは改革 案 として効果的 な手段 で

あろ うが,現 に米 国で は生産者組 織 は複 数存在 し,農 家 が どの組織 に加 入す るのか は

自由に選 択で き る20.こ の よ うな制度 下で は,生 産者組 織間 に競争 原理 が働 き,個 々の

農家 は よ り自分 に適 したサー ビスを提 供 して くれ る組織 に加 入す るこ とが可能 となる.

重要 なのは,農 家 に どこの組織 に加 入す るのか,と い った選択権 を与 える ことで ある.

 協 同組 合 の存在 意 義 は,経 済的 弱小 主 体 の利 益 を保 護,拡 大 して い く こ とに ある.

日本 の農 協が真 に協 同組 合 にな るた めには,個 々の農家 の利 益最 大化 をサポー トす る

こ とが主 な活動 内容 でな けれ ばな らな い.農 協 が 国内唯 一 の生産 者組 織 であ る以上,

これ を達成 す る こ とは極 めて難 しい だろ うか ら,先 述 した よ うな複 数組織 への分割 が

望 まれ る.た だ し,農 協 自身 の手 によって分割 が行 われ る ことは考 え難 い ため,当 局

に よって分割 され るこ とが望 ま しい.農 協 が農 家 自身 に よって設立 され た組織 で はな

く,当 局 の意 向に よって設 立 された もの で あるな ら,こ れ を分割 し,望 ま しい農 協制

度 を設計す るの も当局の責務で あ る.

 我 が国の農業は今,長 く深 い眠 りか ら覚めつつ ある.し か し,農 協 が農家の利益最大化

をサポー トす る組織 に生まれ変わ って初めて,こ の眠 りは真 に過 去の もの とな るのであ

る.

                                   以上

20米 国の生産者組織にっいての説明は,Christpher D. Merrett/Normau Walzer(2003)やDavid W.
 Cobia(2003)な どを参照されたい.
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補 論 投 資 決 定 にお け る農 家 と農 協 の利 害 対 立

 本章第2節 で は,農 業 の集権化 ・分権化 に関す る問題 について,投 資決定権 に基 づ

く両者 の獲得 す る利 益 の観 点 か らの分析 を行 った.し か しなが ら,農 協は農家 の協 同

組合 であ るため,農 家 が投資決 定権 を有 し,独 自の判断 に基づ いて投 資 を行 った場合

で も,農 協 は直接的 な不利益 は被 る ことはな く,利 害関係 は成立 しない のではない か,

との指摘 を受け るこ とが予想 され る.そ こで以 下では,こ の指摘 に対 し,「 組合 の利益

最大化 と個人 の利 益最 大化 の相 違」21と 情 報入 手 コス トを説 明す る ことで これ に対応

す る.

 まず,農 家 と農協 それ ぞれ の利益 最大 化 を定義す る.言 うま で もな く,農 家 の利益

最大化 とは 労働 生産性 を向上 させ,よ り多 くの収 入 を手 にす る こ とで ある.こ の ため

には,本 章第1章 で も指摘 した よ うに,1人 当た りの耕作 面積 を増やす必 要があ る他,

自分 の耕 作地 に よ り適 した農機 や肥 料 を用 い る こ と等 が必要 で ある.一 方,農 協 の利

益最 大化 は必ず しも経 済学 的な意 味 での利 益最 大化 を意 味 しな い.先 述 した よ うに,

農協 の経 営者 は農 協組合員 の投票 に よって選 出 され るた め,ど うして も圧 倒的 多数 の

小規模農 家有利 の経営 に傾 きが ちで ある.加 えて,大 規模 農 家が効 率的 な経営 に よっ

て経営面積 を拡大 し,よ り安価 で上質 な作物 を市場 に供 給す る こ とは小 規模農家 を圧

迫 す るこ とにな るので,経 営者 は小規模農家保 護 の点 か らこれ を阻止 す る必要 があ る.

つ ま り,農 協 に とって の利 益最 大化 とは,小 規模農 家 を保 護す る ことに よって ,経 営

者 の地位 や名誉,そ れ に伴 う給与 な どといった個人的利益 が保護 され ることにある.

また,農 協 が個 々の農家 にサー ビスを提供 す る場合,個 々の農家 の土地や経営状 況に

関す る情報 を入 手す る必要 があ り,こ れ には費用 が発 生す る.こ の費用 は個 々の農 家

が画一的,横 並び の経営 を してい る状 況で は低 く抑 え られ るが,農 家 が投 資決 定権 を

持 ち,独 自の判断 に よって 自分 の土地 に適 した投 資 を行 い,特 色 を持 つ ことによ り増

加す る.つ ま り,農 家が投資決 定権 を持 った場合,農 協 は,個 々の農 家 に関す る情報入

21こ れと同様の議論は国際協同組合同盟1992年 の世界大会における 「べ一ク報告」の 「第5章 ・将来に

向けての協同組合の有効性と効率」において議論されている(三 輪(1997)に よる引用).
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手のた めの費用 が増加 す る こ とによって,損 失 を被 るのであ る.

 以上 の2点 よ り,農 家 が投資決 定権 を持 ち,独 自の判断 に よって投資 を行 った際 に

農協 が得 られ る利 益 は,農 協 が投 資決 定権 を持 ち投資 を行 った際 に得 られ る利 益以 下

にな る ことが考 え られ る.こ の こ とを表現す るた めに,本 章 で は割 引率 を導入 し,農

業 の集権 化 ・分権化 の度合 い と両者 の獲得利益 を分析 してい る.
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 ・日本 資本主義 の地域構造:人 類学的下部構造か らみた生産 と消費------ 遠藤倫生
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2002年 度 秋 学 期

 ・金 融 制 度 と経 済 発 展:多 国デ ー タ に基 づ く実 証研 究--一--一 。--一 ー 鈴 木 卓 実

 ・情 報 技 術 革 新 の経 済 効 果:先 行 研 究 の展 望 と実 証 分 析 一 ー-一-- 加 藤 卓 也 ・赤 野 滋 友

2002年 度 春 学 期

 ・企 業 債 務 と設 備 投 資:デ ッ トオ ーバ ー ハ ング効 果 の実 証 分 析-一 一---一 一 倉 重 雅 一

 ・保 育 制 度 と女 性 の 就 業:児 童 福 祉 政 策 の あ り方-一 一 一 一 ー 一 一 ー-ー 一 一 福 元 千 佳

2000年 度 秋 学 期

 ・銀 行 の合 併 は経 営 の効 率 性 と安 全 性 を高 め る か?一-一--一  山 口陽 平 ・嶋 頼 彦

 ・銀 行 の経 営 資 源 とそ の役 割 に 関 す る研 究 一 一-一-ー 一 一- 山本(島 元)洋 輔 ・大井 暁 道

 ・排 出許 可証 の価 格 形成 に関 す る確率 解 析[特 別 掲 載 論 文]一-ー 一 一--一 一-堀 田 朋 也

2000年 度 春 学 期

 ・技 術 進 歩 の 要 因 と影 響 に 関す る実 証 研 究 。-一--一 一 青 柳 直 樹 ・永 井 秀 児 ・堀 田朋 也

 ・日韓 自由貿 易 圏形 成 に伴 う経 済 効 果 の実 証 分 析 一 ー 一一--一 ー 北川 英 弘 ・松 村 音 彦

1999年 度 秋学 期

 ・判別 分析 の 手 法 によ る 銀行 の 健 全性 評価 一 ー 一 一--一 一 一 ー ー 一 ー--一 一 廣 田雄 一

 ・設 備 投 資 の 決 定 要 因 につ いて の実 証 分 析:資 産価 格 変 動 と メイ ンバ ン ク

  関 係 の影 響-一--一-一-一 一-一 ーー 一-一 一 一-一 ー- 大 井 暁 道 ・山本 洋 輔

99年 度 春 学 期

 ・市 場 規律 の 強 ま りの影 響 に 関 す る研 究:コ ー ポ レー トガバ ナ ンス

  と銀行 リス ク ー--ー ー 一 ー-ー--一-一-ー 一--一 ー 一-一 一浜 田紘 子 ・嶋 頼 彦

 ・東 ア ジア の 高 成 長 の源 泉 に関 す る実 証 的 再検 討 一-一--一 一 ー-一 一 一- 堀 田朋 也
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98年 度 秋 学 期

 ・通 貨危 機 発 生 の 予 測 可 能 性 お よ び予 防 可 能 性 に 関す る考 察:東 ア ジア

  通 貨 危 機 の 教 訓 と課 題-一-一 一 一---一 一--一--一 一 一--一 一-一 岡部 貴 士

 ・情報 化 投 資 は 日本 経 済 の 成 長 力 を ど う変 えた か:日 米 比 較 を含 む実 証 分 析 一- 都 澤 総 明

98年 度 春 学 期

 ・情 報 技 術 革 新 お よ び取 引 グ ロー バ ル 化 の 中で の銀行 経 営

  お よ び 国 際通 貨-ー 一 一-ー-一 一 一---一--一 箱 田雅 之 ・中 西健 一 郎 ・都 澤 総 明

 ・貯 蓄 の世 代 間移 転 お よ び 国 際 的 移 転 に関 す る研 究 一 ー---一-一 岡部 貴 士 ・堀 田朋 也

97年 度 春 学 期

 ・ネ ッ トワー ク化 と金 融 サ ー ビス産 業 の 形 成-一--一 一--一--鷹 岡澄 子 ・堤 千 絵

 ・高 齢 化 に よ る貯 蓄 率 の低 下 予想 と政 策 課 題-一---ー 一-一 一 一 一-一 一- 前 側 文 仁

96年 度 秋 学 期

 ・情 報 技術 革 新 に よ る銀 行 の顧 客 サ ー ビス の多 様 化 ・対 顧 客

  ネ ッ トワー クサ ー ビス ー 一 ー-ー 一 一 一--一 一 ー ・ 一--一 一 ー 一 一 ー-- 鷹 岡 澄子

 ・ク レジ ッ トカ ー ドを応 用 した 電 子 決 済 一 一 一---一 ー 一 一 一-一 一 一-一 一 堤 千絵

 ・ベ ンチ ャ ー 企 業 の 育 成 につ いて:そ の 意 義 と環 境 整 備 のた め の課 題 課 題-ー- 桑原 真 盾

96年 度 春 学 期

 ・ 「電 子 マ ネ ー 」 の 現状 と課 題:ネ ッ トワー ク上 にお け る各 種 決 済 方 法

  の比 較 を 中心 に 一 一 一 一 一--一 一---一 一-一 一---一 ー-一- 鷹 岡澄 子

 ・日本 経 済 の成 長 力 は低 下 した か:経 済 成 長 の 要 因分 解 と若干 の 展 望--.一 一 隅 田和 人

95年 度 秋 学 期

 ・金 融 業 の 変 革 につ いて 一 一 一-ー ー ー 一 一-一 一 ー-一 一 ー 一 一-一-一 齋 藤 圭 介

 ・求 め られ る銀 行 の経 営 革 新 一-一--ー 一--一 一-一 一 一--一 一-- 駒 沢 毅
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 ・ 日 本 に お け る ベ ン チ ャ ー 企 業 の 育 成 に つ い て ー ー----一 一 一 。 一--一- 冨 田 賢

 ・東 ア ジ ア に お け る 企 業 機 能 分 業 型 直 接 投 資 一 一 一 一 一 一 一 一-ー--一 織 田 崇 信

 ・Determination of the Japanese Foreign Dire ct Investment

  in North America since the Late 1980s-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一Norikazu Tawara

95年 度 春 学 期

 ・情 報 技 術 革 新 は 金 融 に 何 を も た ら し た か?一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一-一 ー 一 ー 渡 邉 秀 文

 ・ 内 外 価 格 差 に つ い て の 考 察------ー ー----ー------ー-一 一 桑 田 昇

94年 度 秋 学 期

 ・円 高 下 の 産 業 構 造 調 整-ー ー--ー--ー--ー ー-ー-----一 一 一 一 津 田 知 佳

 ・金 融 政 策 に お け る 中 間 目 標 に つ い て-ー------ー--一 ー 一 一 一 一 一 ー 斉 藤 圭 介

94年 度 春 学 期

 ・資 産 価 格 の 変 動 と 物 価 の 安 定-一 一-一-一 一 一 一-ー---一 一 一 一- 斉 藤 圭 介

                 *      *      *
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      共同組合組織のあり方に関する契約理論的分析
        -農業共同組合(JA)を 対象にして-
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